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令和５年６月 30日 

平成 30年７月豪雨災害で亡くなられた方への黙とうについて 

 

 平成 30年７月豪雨災害から５年が経過しました。 

 この災害で亡くなられた方に哀悼の意を表するため，市長・副市長をはじめ，市職員が黙とうを捧

げます。 

また，災害の記録や皆様からの支援の状況及び災害の復旧状況等をホームページの特設ページ「平

成 30年 7月豪雨災害を忘れない」にて公開します。 

  

〔黙とうについて〕 

〇日時 令和５年７月６日（木）午前 10時 

〇内容 １分間の黙とう 

〇場所 本庁舎及び各支所 

〇方法 黙とう実施前に庁内アナウンスを行い，来庁者の方と職員に対して，手続き・用務や業務 

に支障のない範囲で参加を呼びかけます。 

  ※撮影を希望される場合は，７月５日（水）までに広報戦略課（0848-67-6007）へ連絡してくだ

さい。 

 

〔特設ページについて〕 

〇公開日 令和５年７月５日（水） 

（令和５年８月１日以降は，危機管理課のページに継続して公開します。） 

〇掲載内容 ・市長メッセージ～平成 30年 7月豪雨災害から５年を迎えて～（動画） 

       ・災害の記録（写真，動画） 

       ・災害からの復旧状況 

       ・災害への備え（防災情報の入手手段，危険個所，非常持ち出し品などの確認） 

〇ホームページURL https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/19/159444.html 

・株式会社 MCAT の協力により，災害当時の様子を写した映像等も掲載します。 

 

 

 

（参考）三原市における被害等の概要 

  ・死亡 21名（うち災害関連死 13名） 

  ・河川氾濫等により浸水被害を受けた棟数 2,929棟 

  ・土砂崩れ等により損壊した棟数 682棟 

  ・市道復旧箇所 1,810件 

・市管理河川復旧箇所 1,004件 特設ページの QR コード 

（公開日は令和５年７月５日） 


